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野﨑伸也君に対する懲罰特別委員会会議録 

 

平成２７年７月３日 金曜日 

  午前１０時０１分開議 

  午後 ２時０５分閉議（実時間１００分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．野﨑伸也君に対する懲罰の件について 

１．その他について 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  田 方 芳 信 君 

副委員長  古 嶋 津 義 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  亀 田 英 雄 君 

委  員  鈴木田 幸 一 君 

委  員  成 松 由紀夫 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  村 川 清 則 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

委  員  幸 村 香代子 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 
 
  議会事務局 
            國 岡 雄 幸 君 
  首席審議員兼次長 
 
 
  次長補佐兼 
            梅 野 展 文 君 
  総務係長 

                              

○記録担当書記     國 岡 雄 幸 君 

            梅 野 展 文 君 

 

（午前１０時０１分 開会） 

○委員長（田方芳信君） じゃあ、改めまして

おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり）定刻となり、定足数に達し

ましたので、ただいまから野﨑伸也君に対する

懲罰特別委員会を開会いたします。 

 開会に先立ち、さきの６月１５日に開催され

ました本特別委員会において、次回開催日を７

月７日と決定いただいたところでございます

が、決定後、審議手続等を考慮した結果、開催

を本日に変更させていただきましたことを御理

解願います。 

                              

◎野﨑伸也君に対する懲罰の件について 

○委員長（田方芳信君） それでは、去る６月

１５日の本会議で本委員会に付託されました、

野﨑伸也君に対する懲罰の件を議題といたしま

す。 

 まず、本委員会の傍聴及び放映に対する取り

扱いを協議いたしたいと思います。 

 委員会の傍聴につきましては、委員会条例第

１９条の規定により委員長が許可することにな

っておりますが、本件は議員の身分に関する事

件の審査であり、審査の内容によっては、公平

かつ詳細な審査を行うため、本委員会を一般傍

聴者に公開しない運用も可能との考えもござい

ますので、傍聴につきましては、懲罰事犯議員

以外の議員及び報道関係者のみと限定し、ま

た、その関連として、本委員会の放映はしない

取り扱いといたしたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） 本委員会の傍聴につ

いては、懲罰事犯議員以外の議員及び報道関係

者のみに限定し公開とすることとし、あわせ

て、委員会放映はしない取り扱いとすることに

ついて採決いたします。 

 本委員会の傍聴については、懲罰事犯議員以

外の議員及び報道関係者のみに限定し公開とす

ることとし、あわせて委員会放映はしない取り
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扱いとすることに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（田方芳信君） 挙手少数と認め、本

委員会は公開することとし、あわせて、委員会

は放映することに決しました。（｢公開ですよ

ね」と呼ぶ者あり）公開です、はい。（｢放映

をしますという」と呼ぶ者あり）放映するちゅ

うことです。 

 次に、審査に入ります前に、お手元に配付い

たしております各資料について、事務局より説

明いたさせます。 

 なお、野﨑伸也議員及び古嶋津義議員による、

６月１５日の本会議場での発言をテープ起こし

た文面につきましては、正式な会議録ではない

ため、委員会終了後、回収させていただきます。 

○議会事務局首席審議員兼次長（國岡雄幸君）

 おはようございます。事務局より、きょう配

付いたしました資料の確認をさせていただきま

す。 

 まず１枚目に、２枚とじで、懲罰とはという

タイトルで説明があります、懲罰の中身に対す

る説明資料、これが２枚でとじております。そ

れと、テープ起こしの分が２枚ございます。ま

ず、野﨑伸也君に対する懲罰動議趣旨説明会議

録（テープ起こし分）と、もう一つは、議長不

信任動議趣旨弁明会議録（テープ起こし分）で

ございます。それと、参考までに、地方自治法

の第１３１条、第１３２条、第１３３条関係の

抜粋資料を添付させていただいております。お

手元にございますでしょうか。（｢はい、あり

ます」と呼ぶ者あり） 

 じゃあ、よろしくお願いします。それでは、

座らせて若干説明させていただきたいと思いま

す。 

 まず、懲罰とはという資料に目を通していた

だきたいと思っております。２枚物でございま

す。 

 （１）懲罰とはということで、地方公共団体

の議会は、自治法並びに会議規則及び委員会条

例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科

すことができるとされております。 

 ２番目でございます。懲罰の性格ということ

で、議員の懲罰は、議会の秩序維持と品位保持

のために認められる議会の内部的規律作用であ

りまして、公務員に対する懲罰と同じ性質を持

っております。 

 ３番目、懲罰事由。懲罰事由というのは、懲

罰はどういうものに該当するかということで、

法律に定めがございます。懲罰事由に該当する

場合は、地方自治法、会議規則または委員会条

例に違反した場合であるが、その主たるものは、

掲げる次のとおりであるということで、まず

（１）で、地方自治法違反の例を記載をしてい

ます。読み上げます。 

 （１）地方自治法違反の例。①議場の秩序を

乱したとき。これは、地方自治法第１２９条に

規定がございます。 

 ２番目でございます。無礼な言葉を使用し、

または他人の私生活にわたる言論をしたとき。

地方自治法第１３２条に規定がございます。中

身につきましては、米印で記載をしております、

議会の会議または委員会での品位の保持に反す

る発言があったとき。例えば、個人的な身辺問

題が発言されたときを想定をしております。 

 それと③でございます。他の議員を侮辱した

とき。これは地方自治法第１３３条に規定がご

ざいます。 

 それと、④でございますけれども、正当な理

由がなくて招集に応じないため、または会議に

欠席したため、議長が特に招状を発しても、な

おゆえなく出席しないとき。地方自治法第１３

７条ということでございます。 

 今回の事犯の件につきましては、地方自治法

違反の②に該当いたしますので、以下のところ

は省略をさせていただきたいと思います。 

 それと（２）で、会議規則、委員会条例に違
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反する例ということで記載をしてございます。

会議規則、委員会条例で議員として遵守すべき

義務を規定したときは、その違反行為も懲罰の

対象となるということで、具体的に言いますと、

品位保持に反する行為、議事妨害、秘密会の議

事を漏らす行為等がこういうところに該当する

ということでございます。 

 それと４番目でございます。懲罰事犯の場所

的範囲ということで、懲罰の事犯は、原則とし

て自治法等に違反する議会内、特定いたしてお

りまして、議場及び委員会室で会議が行われて

る間に発言と言動等があった場合が対象となり

ます。議員のそういう場合の議員の行為に限ら

れると。ただし、例外ございまして、議場外の

行為であっても、地方自治法第１３７条の正当

の理由のない欠席者、秘密会の内容を漏らした

議員等のほか、会議運営に直接的な影響がある

場合、議事妨害とかを行った場合ですね、につ

いては、それに対し懲罰を科し得るという解釈

がございます。 

 それと２ページでございますけれども、５番

目の懲罰事犯の時間的範囲でございますけれど

も、これは、懲罰事犯についても会期不継続の

原則の適用があり、原則としてその会期中の行

為に限られるが、委員会の閉会中の継続審査に

付することによって、次の会議において懲罰を

科すということができると解される部分がござ

います。 

 基本的には、会期中ですね、決着をつけると

いうのが大原則でございますけれども、時間的

余裕がなくて審査が足りないという場合は、例

外的な適用ということで、継続審査ということ

も考えてます。 

 ６番目でございます。懲罰の種類ということ

で掲げてございます。地方公共団体の議会の行

い得る懲罰の種類は、次に述べる公開の議場に

おける戒告、公開の議場における陳謝、一定期

間の出席停止及び除名の４種類で、これ以外の

懲罰を科すことはできないと。なお、罰として

は、戒告が最も軽く、除名が最も重いというこ

とでございます。 

 まず、軽いほうから御説明いたします。

（１）公開の議場における戒告。戒告とは、規

律違反の責任を確認するとともに、その将来を

戒めることであるが、議会における戒告は、公

開の議場において、被処分者を議長の面前に起

立させ、議長が戒告文を朗読して行うのが通常

とされております。なお、この戒告文につきま

しては、議会の定めた案文によると、要は議会

の議決で決めるということです。 

 次の懲罰の種類でございますけれども、

（２）公開の議場における陳謝。陳謝とは、そ

の事犯について理由を述べてわびることである

が、議会における陳謝は、公開の議場において、

被処分者に議会の定めた陳謝文を朗読させて行

うのが通常と言われております。 

 続きまして、（３）一定期間の出席停止でご

ざいます。この一定期間の出席停止とは、期間

を定めて出席を停止することであるが、期間は、

その議会の会期中に限られて、当該会期の残存

期間において定めることを要するということで

ございます。八代市の会議規則に、出席停止の

期間の定めがございまして、八代市の場合につ

いてはですね、５日間を超えることはできない

という定めで、最長５日間という定めがござい

ます。 

 ４番目、除名。これが最も重い懲罰の種類で

ございます。除名とは、議員たる地位を失わし

めることであるが、除名は、他の懲罰処分と異

なって、住民の公選に係る議員の資格を奪うも

のであるから、その手続を慎重にしており、除

名については、地方公共団体の議会の在職議員

の３分の２以上の者が出席し、その４分の３以

上の者の同意がなければならないということで、

特別多数議決の定めを置いております。 

 それと次、７番目、懲罰の決定ということで
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ございますけれども、懲罰の決定については、

戒告、陳謝及び出席停止の議決は通常の議決で

足りるが、除名処分の場合は、先ほど述べまし

たように、在職議員の３分の２以上の者が出席

し、その４分の３以上の者の同意がなければな

らないと。この議決には、議長も評決権を有す

ると。なお、この懲罰決定に際しては、当該議

員は除斥の規定が適用されます。 

 なお、懲罰処分の効力の発生の時刻は、議決

のときから進行いたしまして、本人に対してそ

の旨の通知がなされたときではないというふう

に解釈をされております。 

 以上、懲罰に関する大まかな概要説明にかえ

させていただきます。 

 それでは、テープ起こしの分につきましては

ですね、後に朗読がございますので、省略をさ

せていただきたいと思います。 

 地方自治法の抜粋につきましては、参考資料

ということで御理解いただきたいと思います。 

 以上で事務局からの説明を終わります。よろ

しくお願いします。 

○委員長（田方芳信君） また、本委員会での

懲罰事犯の審査の進行について、委員長から委

員各位にお願いがございます。 

 まず、本懲罰特別委員会は、去る６月１５日

開催の本会議における野﨑伸也君の議長不信任

動議の提案理由説明において、その発言の一部

が懲罰事由に該当するかを審議する場でありま

す。具体的に申し上げますと、地方自治法、会

議規則並びに委員会条例に違反した発言があっ

たのかを判断し、また、違反した場合、次に、

懲罰を科すのか、科すとした場合、どういう懲

罰を科すべきかを審査する委員会であります。 

 よって、発言の中身について発言の真相を究

明するものでありませんので、本審査の趣旨に

反する発言及び委員会条例第２２条、秩序保持

に関する措置に反すると判断した場合は、私か

ら注意喚起を行います。また、本審査について

は、配付資料に基づいて進めます。 

 委員各位の御理解、御協力を切にお願いいた

します。 

 それでは、配付しております、野﨑伸也議員

及び古嶋津義議員による６月１５日の本会議場

での発言をテープ起こしした文面につきまして、

順次書記に朗読いたさせます。 

 小会にします。 

（午前１０時１７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時２８分 本会） 

○委員長（田方芳信君） 本会に戻します。 

 それでは、配付しました資料に基づき質問あ

りませんか。 

 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） はい。ちょっと何から

話せばよかか、ずっと考えとったんですが、１

週間前に議長にそのような申し入れを行った風

景というのは、この野﨑議員の趣旨弁明にある

とおりなんです。そのときはですね、私も同席

したんですが、３人の連名で出しました。で、

私と野﨑君と、あと笹本さんの３人の連名で出

したんですが、笹本さんは所用があって行けな

かったと。で、２人で申し入れました。 

 そんときは事務局も同席していただければよ

かったんですが、事務局の同席がなくて、３人

の話し合いなんですが、そのときの風景がです

ね、私たちが正式に申し込んだ風景が、このよ

うな形で表現したんですが、議場でも質問した

ように、それを描写しただけなんですよね。私

生活に及んだっていう話じゃなくて、ここの話

をあそこで話をしたと。 

 で、議場で、ここにありますように、確証も

なくということについても言われますが……。

（委員成松由紀夫君「委員長、ちょっと違うん

じゃないですか。審査の件と内容が違います

よ」と呼ぶ） 

○委員長（田方芳信君） 内容のところは違う
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とやけん。（委員成松由紀夫君「背景は関係な

い」と呼ぶ） 

○委員（亀田英雄君） ちょっとよかですか。 

 確証もなくって、侮辱的発言をされたとあり

ましたが、確証があるんですよね。（委員成松

由紀夫君「いや、確証とかそういう……」と呼

ぶ）いや、議長が話された話ですけん。 

○委員長（田方芳信君） ちょっと待ってくだ

さい。（委員成松由紀夫君「確証とかの中身じ

ゃなくて。審査の中身が違うでしょう。冒頭言

われたとおり進めてください」と呼ぶ）それは

不穏当発言になりますので……。 

○委員（亀田英雄君） 何で不穏当発言になっ

とですか。 

○委員長（田方芳信君） このあたりで進めて

いただきたいと思います。 

○委員（亀田英雄君） なら小会ばお願いしま

す。 

○委員長（田方芳信君） ほんなら小会します。 

（午前１０時３０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時３２分 本会） 

○委員長（田方芳信君） では、本会に戻して

始めたいと思います。本会にお願いします。 

○委員（亀田英雄君） もう一ついいですか。 

○委員長（田方芳信君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 古嶋議員のですね、懲

罰動議趣旨弁明についてですが、確証もなくと

いう部分についてですよ、そのことについて、

確証があるから話しとっとに、そこば確かめも

せずに懲罰を与えるということについてです

よ、それはいかがなものかて、涙の出っごて悔

しかっですたい。あっだから。本当にその話は

聞いた話だから。そして前日に、そのような話

もあったんですから。だから、そこを究明せぬ

と人に罰を与えるっていうことにはならんちゃ

なかろうかと私はもう……。筋が違うと言われ

るけれどですよ、人に罰を与えるという作業は

ですよ、ここはやっぱ慎重にせぬといかんって

私は思う。 

○委員長（田方芳信君） いいですか。 

○委員（亀田英雄君） はい。私が言うこっち

ゃなかばってんですたい。 

○委員長（田方芳信君） 正直言って、今の状

態の中では特別委員会ちゅうのを設置されてお

りますので、これを今こちらのほうから読まれ

たとおり、地方自治法第１３２条とか地方自治

法第１３３条ですかね、そういった部分に抵触

する部分の中で事を進めていただきたいと思い

ます。４つの項目で、懲罰をどこに持っていく

のか。これは特別委員会がもうできてますの

で、これは。その中での、そういうあれの説明

ちゅうのは、特別委員会がもう設置されてます

から、そこんところをしっかりと考えていただ

きたい。 

 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） はい、わかりました。 

 だけどですたい、いろんな話、議論の中でで

すよ、それは委員長の整理の中でよかっでしょ

うばってんが、やっぱここまで至ってですば

い、人に罰を与えるということに対してです

よ、慎重に配慮していただきたいという思いと

ですよ、何と言いますか、見解の相違があっ

て、その中でですたい、不信任案の動議が全て

懲罰動議になっていくという風景はですよ、こ

れは違うと思うとですたい。そんなならあって

懲罰動議、何でん、不信任案な出されぬですも

ん。不信任案を出したことが懲罰動議になって

いくじゃなかですか。それは、今いろいろある

言論の自由とかですたい、そげんとは全然なか

じゃなかですか。配慮して言葉を選んだつもり

でなっとっとですよ。で、その辺も理解してで

すね、いただきたかという思いがあっとですよ

ね。だから、話をさせていただきたいって申し

込んだんですが、どこまでの調査をされるのか

もよくわからぬもんですけん。 
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○委員（古嶋津義君） よかですか。 

○委員長（田方芳信君） はい、古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 不信任案は別にしまし

て、あくまでも私が、野﨑伸也君に対する懲罰

動議の趣旨弁明をした部分、その分は、野﨑君

が趣旨弁明した部分のその部分が、地方自治法

第１３２条、１３３条に抵触をするということ

で動議を提出をし、それが成立をしたというこ

とで、あくまでもこの懲罰特別委員会の中で

は、その部分だけを審査するのが正しいものと

私は確信をしております。（｢そのとおり」と

呼ぶ者あり） 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） だからですよ、どんな

基準でしていくのかってなるもんですけん、い

ろんな話をさせていただきたいと。あんたが言

う、ことも一理あるなというなれば量刑の軽な

ろうし、まるっきりうそだったらですよ、それ

は本格、刑――刑というとか、なるしですた

い、その辺のある程度の話はみんなで共有しな

がら、この会議は進めぬとって思うもんですか

ら、その話をさせていただくんですが。その基

準がわからぬじゃなかですか。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、よろしいで

すか。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 基準とか、その日の

趣旨弁明のやりとり云々ということではなくて

ですね、当日、やはり５時間半にわたっての遅

延、それと、議場で言っちゃいけませんよって

いう地方自治法第１３２条、品位の保持です

ね。その品位の保持に対して、やっぱり不穏当

な発言が、これだけるる身辺問題だ金品授受だ

って言われた、その発言に対してのみの審査だ

と思いますので。 

 で、その言われたところのですね、しっかり

とした発言をされたそこに審査をされて、懲罰

するのかしないのか、するとなれば４つの方法

の中でどれをするのかっていうのをシンプルに

進めていただきたいと思います。 

○委員長（田方芳信君） わかりました。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） 少し整理をしていた

だきたいと思うのは、今の成松委員のですよ、

発言であれば、懲罰するかしないかも含めて精

査するっておっしゃったですよね。そうする

と、古嶋委員は、懲罰するって決まっとっとだ

けんが、その４つの中のどれにするかば決める

とがこれたいとおっしゃるじゃないですか。

で、結局全く違うことおっしゃってるんです

よ。（委員成松由紀夫君「一緒ですよ」と呼

ぶ）いやいや、違う違う。懲罰に値するかどう

かもっていう話でしょう。（委員成松由紀夫君

「そういう言い分はそちらもあるでしょう」と

呼ぶ）うん。 

○委員長（田方芳信君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） いやいや、だけんそ

れも、先ほどの冒頭の委員長の中にもですね、

この会の持ち方の中にも、きちんと懲罰に当た

るかどうかを審議するっていうふうな文言があ

るんですよ。ということは、古嶋委員がおっし

ゃるように、もう懲罰するって決まっとるけん

が、その中身だけを決めるとがこの会議たいっ

ていうのとは違うような気がするので、ちょっ

とそこらあたりをですね、きちんともう一度整

理してもらっていいですか。 

○委員長（田方芳信君） 現状考えたら……。

いいですか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 正直言いまして、こ

の場合は、今、特別委員会ちゅうのが、野﨑伸

也君に対しての特別委員会ちゅう、懲罰委員会

ちゅうのが、もう一応ここでこういうぐあいに

あります。その中で粛々と進んでいくべきでは
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ないんですかね。 

○委員（幸村香代子君） 粛々と。 

○委員（大倉裕一君） じゃあですね、――い

いですか。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 委員長が最初おっしゃ

られた、違反があったのかって、その言葉は何

だったんですかね。何を示されてるんでしょう

か。 

○委員長（田方芳信君） 要するに……。 

○委員（大倉裕一君） いや、それが最初あっ

たのか、あった場合、懲罰に値するのか、そう

いう趣旨の説明をされたと思います。その趣旨

を私たちが理解できないと、この会を進めてい

くとにはまだ課題が多過ぎっとやないかなっ

て。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 要するに地方自治法

第１３２条に触れてるのは間違いないから、そ

れを議会の皆さんに諮って野﨑伸也君に対する

懲罰特別委員会を設置したわけですから、あと

はその法１３２条に基づいて、これは抵触して

るかしてないのかっていう話はお諮りされて、

それで、さわってますよ、で、その次に、あと

４つのどの処罰でいくのかということを決める

だけの会議だと思いますので。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。私、委員長に質

問をしておりますので、そのことに対して、お

答え、見解をお願いしたいと思います。 

○委員長（田方芳信君） その件については、

これは懲罰特別委員会ちゅうのがもうできてお

りますので、その点は、この４項目の中で進め

ていきたい。もうここで懲罰特別委員会ちゅう

のが一応あります。これで、どの位置に決めて

いくのか、４項目の中のどれをするのか、そう

いった中をここで話し合っていきたいと思いま

す。 

○委員（亀田英雄君） はい、委員長。 

○委員長（田方芳信君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） だけんですたい、項目

のどれに値するかというとは、ある程度話ば聞

かぬば当てはまらぬんとじゃなかか、はめなら

ぬとじゃなかろうかということが言いたかっで

すたい。 

○委員長（田方芳信君） でも……。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、よかです

か。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 要するにこの６月１

５日の本会議場の発言分ですよ、あくまで。こ

の発言分であって。大分話が横道にそれよるけ

んですね、もとにちょっと戻した路線で話した

かっですけど、要するに、野﨑議員の発言の中

に、会派視察において政府要望を行った行為は

言語道断とかですね、これもまず問題発言なわ

けですよ。古嶋議員の趣旨弁明にもあるように

ですね、八代市議会の政務活動費の交付に関す

る条例第５条に照らせば、これも批判事例には

当たらない、批判されるようなものではないわ

けですよね。 

 それと、一方的に自身の身辺問題云々ってい

うところから釈明を始められました云々ってあ

りますけど、これは、とり方――言い方、とり

方で、議長はもしかしたら、釈明というよりも

説明をされたようなところもあると思うんです

ね。 

 だから、そっちのところに入り込む部分で何

かもう問題があれば、警察なり法廷なりで話を

されることであって、あくまで議場は、品位の

保持で言うたら、そういうところに入り込んじ

ゃいかぬですよっていうのが、青森地裁の判決

の中でもですね、ここは除名処分になっとりま

すが、懲罰としての除名処分は違法性がないと
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いうようなこともあるので、そういう中がどう

こうっていうことじゃなくて、あくまで議場で

の発言についてどうなんですかっていうことで

いくと、この、自身の非は一切認めずとかです

よ、幻滅させられたなんちゅうのは、これもう

受け取り方ですね。 

 受け取って感じ取られる分はいいんですが、

それを議場で、幻滅させられただの、金品を授

受されただの、政治資金規制法に抵触する可能

性も拭えない、この政治資金規制法に抵触する

かしないかなんちゅうのは、議場の話じゃなく

て選管の話ですよね。そういうことはもうそっ

ちで、選管なり警察なり法廷なりで話をされる

ことであって、それをですね、地方議会とまた

国会は違うわけだから。 

 そういうところにどんどん話が波及してです

よ。そして、実際問題、身辺問題、金品授受な

んていうことを議会の放送にも乗せて。これ相

当、橋本議長の政治生命にかかわるような発言

ですよ。だから、野﨑議員がこういう懲罰特別

委員会にかけられることも、これは野﨑さんも

傷がつくだろう。 

 だからそういうですね、傷をつけ合うことが

ないように品位の保持というのが地方自治法第

１３２条であるわけだから、これをしっかりこ

こではっきりさせとかないと、言いたい放題に

なってですね、八代市議会の議会の品位が保た

れないと思います、私は。 

 だから、そこはシンプルに、この６月１５日

の会議録を見てですね、議場で話された分が、

これが地方自治法第１３２条にひっかかってま

すよと。それについて諮っていただいて、あと

はどれが適当なのかということを、しっかりこ

こで抑止力をですね、やっていかないと、やり

たい放題の議会になると思います。よろしくお

願いします。 

○委員長（田方芳信君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） やりたい放題という話

じゃなかっですが。私たちが正式な申し入れに

行ったときに、言いたい放題だったっですよ。

やめてくだいて話ばしたっですもん。そこが、

最終的なこいば提案する引き金になったという

とばここに写しとるだけですけん。それはもう

見解の相違もあっでしょうし、それが全てを懲

罰の動議にされるというとに対して、今話ばし

とっとですたい。せんば基準がわからぬでしょ

う。 

○委員（成松由紀夫君） いやいや。はい、委

員長。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 正副委員長でちょっ

と話を決めていただきたいのが、６月１５日以

前の話をですね、ああでもないこうでもないと

言われると、結局、話がどこまででも行くわけ

ですよね。去年の話とか何だとか、ある意味、

げなげな話のうわさ話にまで波及する委員会じ

ゃないので、６月１５日の議場で言われた発言

のみについて審査をする、しないということを

少し決めていただければと思います。 

○委員長（田方芳信君） それは私も先ほどか

ら言ってますとおり、６月１５日、それについ

ての進め方でいきたい。いかなければ、これは

またもとに戻ってしまいます。 

 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 提案者として先ほども

申し上げましたが、野﨑伸也君に対する懲罰動

議の中の趣旨弁明、会議録に書いてお手元に配

付してありますと思いますが、書いてあります

とおり、地方自治法第１３２条、同第１３３条

に抵触をするということで動議を提出をし、そ

れが成立をしたということであります。あくま

でも、何度も言いますが、懲罰の動議、懲罰特

別委員会の中では、この部分の審査を行ってい

くべきと思っております。 

○委員（亀田英雄君） はい、委員長。 

○委員長（田方芳信君） 亀田委員。 
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○委員（亀田英雄君） ２つテープ起こしの分

が出されとっとですよね。 

○委員長（田方芳信君） はい。 

○委員（亀田英雄君） で、古嶋委員の野﨑伸

也君に対する懲罰動議趣旨弁明っていうともこ

こに出されております。 

 で、野﨑君の不信任動議だけっちゅう話じゃ

なくて、これが出されとるっちゅうことがです

たい、ここの議題だと思うし、確証もなくって

言われた部分について私は話をしたいもんです

から詳しく話をしとっとですたい。確証があっ

たけん出したと。確証なかって断言されたもん

ですけん、そこは違うぞという話なんですよ

ね。 

○委員長（田方芳信君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 趣旨弁明のところで申

し上げましたが、確証ということ、確かな証拠

ということでございましょうから、その部分に

ついては、先ほどどなたか発言がありました、

選挙管理委員会、あるいは警察等に告発をされ

るのが、それが確証だと私は思っております。 

 以上です。 

○委員長（田方芳信君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） いや、そこは見解の相

違のあると思うとですよ。（｢見解じゃなか」

と呼ぶ者あり） いや、で、――いいですか、

続けて。 

○委員長（田方芳信君） どうぞ。 

○委員（亀田英雄君） 前日に笹本議員に直接

議長が釈明ば行われとっと、電話で。何でそげ

んことばさしたっただろうかと思うとですが。

そんなこんなも含めればですね、その……。

（｢議事進行、議事進行」「そぎゃんしたこと

なかっでしょうが」と呼ぶ者あり）確証の部分

ですけんが。 

○委員長（田方芳信君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） 先ほどから言われるよ

うに、今ここではですね、野﨑議員の発言が懲

罰に値するのかという、そういうことでまずは

懲罰特別委員会を設置してほしいとね、懲罰特

別委員会を設置してほしいということ議場で動

議して、そしてそれが認められて今、懲罰特別

委員会が設置されて、今審議してるわけです

ね。だから、地方自治法第１３２条に抵触した

部分についてのみ、この中で審議していって、

そしてそれが抵触すると結論づけられれば、あ

と処分すると。もししないとなれば、処分なん

てもうあり得ないでしょうけれども、抵触する

となれば、当然処分という形に流れていくと思

う。だから、確証云々とかいうところの議論す

る場ではないと思うんですけど。先に進めてほ

しいと思います。 

○委員（亀田英雄君） はい、委員長。 

○委員長（田方芳信君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） だから百三十何条です

か、それに抵触しないっていう話ばしよっとで

す。値しないでしょうって。私たちが切り出し

た話じゃなかっですもんっていう話ですよ。そ

ういう話なんです。私が言いたいのはですね。 

○委員長（田方芳信君） だから、――よかで

すか、そういった面でですね、この懲罰特別委

員会という委員会が設置されておりますので、

あくまで地方自治法第１３２条、同第１３３条、

それについての懲罰ちゅうのを、野﨑伸也君に

対しての懲罰ちゅうのを進めていかなければな

らないと思いますので。 

 はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 済みません。今、増田

委員さんがおっしゃったように、まず、懲罰に

値するかどうか、これが先決かなという気がせ

ぬでもなくて、そのために懲罰特別委員会を開

かれた。値するか値せぬかをまず決めな。そし

て、値する場合は、どの程度の懲罰なのかとい

う進め方をせぬと、話が先に進まぬと思うんで

すよ。 

 だから、懲罰ありきの話ではなくて、懲罰に
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値するかどうかをまず委員長さんがお諮りをさ

れて、それで懲罰に値すればどうするかという

進め方をしないと、全然進んでいかないような

気がします。 

 事の真偽云々はですね、おっしゃるとおり、

個人的ないろんなもんもありましょうから、そ

のあたりは、この委員会で審議するんではなく

て、懲罰に値するのかどうか、それをまずお諮

りになられたらどうでしょう。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長、よろしいで

すか。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 今前垣委員が、――

まあ、そういうわかりやすい話なんですよ。 

 で、地方自治法第１３２条に値しない、値し

ないという主張される方もいるでしょう。た

だ、この地方自治法第１３２条ちゅうのは、議

員は、無礼の言葉を使用し、または他人の私生

活にわたる言論をしてはならないということな

んですよ。 

 だから、そこの背景がどうだ、誰と誰がどう

だった、電話でした、こう釈明した云々という

のは、それはですね、言い方、とり方で、説明

――状況を説明してる思いで話しても、相手が

釈明して言いわけしよるというとり方になった

りとか、そういういろんな背景ちゅうのはもう

置い、――関係ないんですね。そのいろんな背

景があったけん当日しゃべったったいじゃなく

て、いや違う違う、当日しゃべったことが問題

なんだよ、で、それが地方自治法第１３２条

で、無礼の言葉を使用し他人の私生活にわたる

言論はしてはならないってなってるんだよって

いうことの話ですから、だから、そこだけをで

すね、きちんとその当日分、６月１５日のその

発言分を、地方自治法第１３２条に該当するの

しないのっていう話をしてもらって、そして該

当しますってなれば次にまた進んでいただかな

いと、いかぬと思います。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か。 

○委員長（田方芳信君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 今いろんな議論が出て

おりますが、まずはその不信任案の動議、私は

もうはっきり言って、その反対をした１人であ

りますし、懲罰の動議についても、私たちが、

私も出しました、懲罰動議ね。 

 そういう中で、この特別の委員会で、先ほど

来意見が出ておりましたけど、まずは背景には

市民がおることをですね、しっかりした中で特

別委員会というのをですね、この懲罰特別委員

会というのは捉えていかないかぬ。 

 成松委員が言われたように、過去を振り返っ

て現実を思うという中国の言葉ありますけど、

だけど過去を、過去を振り返らないで、現実を

思うところもあります。そういう中をすればで

すね、過去をずっとほじくっていけば、今成松

委員が言われたように、刑事の問題、告発の問

題、刑事告発問題、いろんなところまで波及し

ていく。そういうことになったらどうなるかと

いうことを今成松委員言われたんですけども、

私はそれは同感です。 

 ただ、不信任案動議の趣旨弁明だけで、私た

ちはそれについて反対をしました。文面の中で

は、その前の詳細についてということはなかな

か私たちは知りません、はっきりな話が。だか

らこそ、この趣旨弁明については、ある程度こ

の懲罰の委員会で、ある程度その審議というの

を、審査をしなきゃいけない。これが懲罰の委

員会なんです。で、懲罰動議も一緒なんです

ね。だからこそ、ある程度結論づけてその懲罰

の種類等にも入って、もうすぐそれで、はっき

り言ってから、戒告か陳謝かどっかそれでよか

たいという問題じゃないと思います。 

 市民の方々がやっぱしなるほどと、不信任案

だなるほどと、そしてまた、否決されたなるほ

どと、懲罰動議が出されて、今懲罰特別委員会
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で慎重な審査をしておられるというのがですね、

市民の方々がやっぱし、市民の方々がはっきり

納得できるような懲罰の委員会というのを進め

ていこうというのが、私の考えでありますが、

委員長、そういうような進め方でですね。 

 最終的には処罰の種類しかありません。それ

は本会で決定するわけ、あとはもう処罰を決定

するだけでありますから。そこいらについては

ですね、もう少し慎重な審査をしながら、最終

的なそこのでいきますよということで、お願い

をしたいと私は思います、委員長。 

○委員長（田方芳信君） わかりました。今、

皆さん各自意見が出ております。そのあたりの、

先ほど亀田委員、大倉委員がいろいろ言われま

して、それが当たるのか当たらないのか、そう

いったところを、お一人お一人どうぞ言ってく

ださい。意見ちゅうか、（｢１３２条に抵触し

ないか」と呼ぶ者あり）地方自治法第１３２条

のそのあたりのところ、お話をいただければ。 

○委員（亀田英雄君） いいですか。 

○委員長（田方芳信君） はい。 

○委員（亀田英雄君） 一番初めからも話しま

したが、非常にですね、いきなりっていう話で

もなかろうし、１週間前に申し入れに行ったと

いう話なんですよね。よかですか。 

○委員長（田方芳信君） よかですよ。よかで

す。 

○委員（亀田英雄君） だって、やっぱ言わぬ

ば始まらん話だもん。 

○委員長（田方芳信君） はい、だけん言って

ください。 

○委員（亀田英雄君） はい。で、そこになっ

て、私たちの正式な申し入れに対して、ここで

言えぬ言葉で十分話ば聞いてくれぬという、誘

わしたつが議長の話なんです。この人はおかし

かばいって、何でこぎゃんなっとかて言って置

いて帰ってきたですよ。で、それに対する正式

な答えもなかっじゃなかですか。 

 で、自分でその話ばしとっとんですばい。こ

れはなかったって話する、確証もなくって言わ

れてですよ、それは、人に罰を与えるような委

員会としては、成り立たぬというふうに思うと

ですよね。 

 そして、ある程度、議会の長ですから、どこ

までがそのプライバシーで言論の自由かという

部分も、ある程度踏まえてから話ばせぬばです

たい。一方的に四つの内、当てはめればよかっ

たいって話はですね、余りにも乱暴じゃなかか

なというふうに考えます。 

○委員（増田一喜君） いいですか。 

○委員長（田方芳信君） はい、増田委員。 

○委員（亀田英雄君） あ、こっちでよかった

ですか。 

○委員長（田方芳信君） ああ、今度はこっ

ち。 

 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。今亀田委員のほ

うから話もあったんですけども、議長と話をさ

れたときには私は同席をしておりませんので、

帰ってこられてからの報告を随時聞いておりま

した。で、その状況の場面を話をされ、議場の

ほうで話をしたということで、この内容につい

ては、会派のほうでもしっかり原文を見てです

ね、確認をし合ったところです。はい。 

 で、やっぱり我々も、この不信任案を出すに

当たっては、細心の気を払ってですね、出さな

ければいけないなということで、やはり事実関

係をしっかりつかんだ上でではないと厳しいな

という思いを持って出したところですので、や

はりそういったところの部分もですね、この調

査の中で、――この調査といいますか、委員会

の中で、お互いの意見をしっかり事実関係をつ

かんでですね、話し合いを進めていただけれ

ば、非常にありがたいというふうに思っており

ます。 

○委員長（田方芳信君） じゃあ、幸村委員。 
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○委員（幸村香代子君） はい。私はですね、

基本的に、やっぱり議会というところは、言論

の自由がですね、きちんと保障されなければな

らないというふうに思うんですけれども、表現

の自由の保障ということが大前提にあると。 

 で、そのこととですね、多分今言われている

地方自治法第１３２条、つまりは名誉とか私生

活の尊重というものを、やっぱりどう守るかっ

ていうことなんだろうというふうに思うんです

けれども、でも、そこでですね、やっぱり社会

的に著名な存在である場合、つまりは議会って

いうのはですよ、議員っていうのは、ある意味

公的存在だというふうに思うんですよ。 

 で、その中で、ましてやその議長っちゅうの

はその長にあるわけですから、そこでの、社会

的に名誉の存在とかっていうことに値するって

いうふうに思うんですけれども、この意味にお

いてですね、やっぱりこの名誉という部分とか

公的活動という部分とか私生活という部分がで

すね、やっぱり制約を受けていくと。だから全

てのことが、地方自治法第１３２条があるから

といって、全てそこで発言――議場の中で発言

されることが、この発言が、侮辱的発言である

とか不穏当な発言であるとかっていうことで、

処理されてはならないというふうに思うんで

す。 

 で、議長っていうのはやっぱり、そういった

立場にあるっていうことから踏まえてですね、

私は絶対この懲罰にですね、今回の野﨑議員の

ですね、発言はですね、懲罰には値しないって

いうふうにですね、思ってます。 

○委員長（田方芳信君） ほか、ありませんか。 

 古嶋委員。（｢俺は言うとらぬって」と呼ぶ

者あり） 

○委員（鈴木田幸一君） よかですか。 

○委員長（田方芳信君） あ、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） 議会での言論の自

由、――言論の自由ちゅうか、言論の保障とい

うのはですね、大事なことだと私は思います。

ただですね、やっぱしこの地方自治法にありま

すけれども、侮辱するっていうとはよくないっ

て思う。 

 で、この場合もですね、例えば、言葉の――

野﨑議員のですね、言葉の端々にですね、強い

口調が非常にあるんですよね。例えば言語道断

って。でも言語道断っていうとはですね、それ

こそおかしな言い方になってくっとですよね。

議長っていうとは、私たちが選んだ議長であっ

てかり、議員としては、基本守ってやらぬばな

らぬって私は思うんですよね。 

 そういった意味から、議長が、例えばこの、

隔たった議会運営をして、そして、何かな、お

金を使うて公費を使って研修に行った、そのこ

とが、政府要望だから言語道断。しかし、その

内容たるものはですね、政府要望じゃないんで

すよね。政府要望じゃなくて、勉強会並びにで

すね、研修を行ってるわけなんですから、これ

については、言語道断ちゅう言葉を使っちゃな

らぬとですよね。 

 だから、こういった、――もちろん大事なこ

とですよね、お互いにお互いを切磋琢磨せぬば

ならぬということは大事なことでありますけれ

ども、言葉の遊びしちゃならぬて思うとですよ

ね。相手を尊重した上で運営をしてもらいたい

っていうのが私の、議会人としての考え方じゃ

なかろうかって私は思うんですよ。 

 で、こういった意味ではですね、こういった

言葉を幾つか使ってある部分についてはです

ね、やっぱし、野﨑議員は、重いですね、懲罰

じゃないにしても、今後検討してもらいたいち

ゅう意味でのやっぱ、懲罰の対象になるんじゃ

なかろうかと思うし、また、特にですね、私的

なことに――ことに対してはですね、議場で発

言する場合はですね、確たる証拠がないとだめ

って思うんですよね。 

 私は、そういった例えばうわさ話とか一方的
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な話を聞いて、それをもって議長を追い込めて

いくような、そういったことを、――追い込め

てるのは、私に言わせれば、いわゆるその議長

をやめてもらいたいっていうふうに持っていく

やり方なんですけれども、そういったやり方っ

ちゅうとは、よくないって思う。 

 やっぱりですね、そういった、例えば金銭の

授受とかいろいろ書いてありますけれども、こ

ういったものはですね、我々議会が追及する問

題じゃなくて、警察当局とか裁判所等が判定、

判断する問題であるから、だから日本ちゅうと

は三権分立が成り立っとって思うとですよ。だ

から、自分たちの範囲を超えて相手を攻撃す

る、その攻撃する内容もしっかり定かでないの

に、決定もしとらぬとにですね、議長不信任っ

ていうとを出していくのはですね、ちょっと乱

暴じゃないかって思うんですよ。 

 だけん、もし議長不信任ってことを出すなら

ば、もっと違う方法ば考えてもらわぬことには

ですね、私たちは、議会、議長ちゅう、議員の

代表の議長ちゅうとはですね、推し挙げた、私

たちの、自分たちの首を絞めることになるよう

な気がします。 

 だからこのことについてはやっぱし、野﨑君

に対しては重い懲罰じゃなくて、ある程度考え

てもらいたいっていう意味での懲罰は必要かな

って私は考えます。 

 以上です。 

○委員長（田方芳信君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） 先ほど何か、その背景

みたいなことを一生懸命言われとる部分があり

ましたけれども、ここの懲罰特別委員会はあく

までも、そういうことがあったとしてもそれは

議場に持ち込むべきことではない、それを持ち

込んできてこのように発言されてるから、それ

について懲罰動議が出されて、そしてそれは可

決され、そして今ここにあるんですよ。設置さ

れて、今、懲罰特別委員会をね、開催してるわ

けでしょ。だから、あくまでも地方自治法第１

３２条に抵触した、そこだけを捉えていかなけ

れば。 

 この不信任案を出した、それが悪い、じゃな

いんですよ。あくまでも発言を議場で、これに

抵触した発言をされたということで、今懲罰特

別委員会にかかってるんだから、私は、この１

点だけを取り上げても、やはり懲罰に値するん

ではないかというふうには考えます。 

○委員長（田方芳信君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 済みません。１週間前

の話は、敬意を表してですね、私的な問題は全

然言わぬがまま持ってったんですよ。そこは御

理解いただきたい。私たちが出した話じゃない

と。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） だからですね、その

背景云々っていうのはですね、もうあんまり話

すことじゃなくて、先ほど鈴木田委員からあっ

たように、この会派視察の政府要望は言語道

断、まずここの認識がまず、憶測ですよね。正

式には、国会議員団に要望活動に行って、で、

その中で、向こうにおられた官僚の方と会った

ということで。政府要望っちゅうのは、通常、

市長とともに行くのが政府要望なわけですよ。 

 だから、こういう部分もしっかり確認されて

ない未確認的なことを話しであったり、結局そ

の背景がどうでこうでって言い出せばですね、

もうそれはそれぞれみんな考え方があるし、そ

の流れというのはあるんですよ。 

 だから実際問題言うて、じゃあ橋本議長の部

分もですよ、それは幸村さんが言いなる著名な

方であるけん、それはいろいろ日ごろからある

よねって、それは歴代議長の皆さんもみんなそ

うでしょうけど、やっぱりほら、脅迫まがいの

目に遭ったりですよ、怪文書が入ったり、やっ

ぱいろんな、子供さん方もいる中で、やっぱ苦
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しんどっとらしたりしとっても、やっぱそうい

うのは見せぬで、きちんとやられてるわけです

ね。 

 だから、そういうのに問題があれば、もう警

察、裁判、選管、そういったところで議論する

話であって、要はシンプルに、憶測の認識で不

信任で出しなっても、我々はそうじゃないとい

う信任で出してですね、信任可決されてやっと

るわけですから、もう１５日の、そのときにい

ろんな思い込みがあって、背景云々っちゅうの

はもうどうでもいいわけですね。 

 １５日に何をしゃべったんですか、で、この

発言が地方自治法第１３２条にひっかかってま

すよっていうことで、しっかりシンプルに裁定

していかないと、それはもう言いたい放題に本

当なってしまいますので。背景だ何だという情

状的にしよったらですね。お願いします。 

○委員（亀田英雄君） もう一ついいですか。 

○委員長（田方芳信君） はい。 

○委員（亀田英雄君） 言いたい放題じゃなく

て、それが真実だったか真実じゃなかったかと

いうことば調べぬと。（｢それは議場で話すこ

と……」と呼ぶ者あり） 

 と、委員長、済みません、もう一つ、１点。

もう言わぬけん。政府要望、あれは、橋本議長

のフェイスブックに、自分みずから政府要望っ

て書いとらすけん。私たちは市民の方から大分

言われた、あんたどま何をしよっとかと。だけ

ん見知っとっとですたい。確たる証拠なかなん

だって、だけん確たる証拠のいろいろあるって

いう話ばしよっとるに。あっとですよ。自分で

出しとらすと。政府要望って。おかしかろうっ

ていう話ですよ。 

○委員（成松由紀夫君） いや、よかですか。 

○委員長（田方芳信君） ああ、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） ＦＢに、その政府要

望という文言が橋本さんにあったにしても、そ

れは政府に要望したんじゃなくて、官僚の方が

いらしたので、直接政府関係者の方に要望がで

きたというニュアンスでしょうから、だからそ

の、ＦＢのその部分がどうのこうのって言われ

る類いのもんじゃないんですよね。だから正式

名称は……。（委員幸村香代子君「いやいや、

それはおかしい」と呼ぶ）正式にはそれは、い

やいやだからげなげな話で、言う問題じゃない

し、ＦＢ――もうフェイスブックの話をここで

話すことじゃないと思います。とにかく１５日

の話でシンプルにやってください。 

○委員長（田方芳信君） 増田委員。 

○委員（増田一喜君） とにかくですね、そう

いう背景とかもう、それを議論する場じゃない

んですよ、ここは。（｢そう」と呼ぶ者あり）

地方自治法第１３２条に抵触してるのかしてな

いのか、それをはっきりさせないことには、先

に行けないから。なぜそこで背景の問題とかそ

ういう話ばっかりになるんですか。もっと本質

的な、地方自治法第１３２条に抵触してるの

か、そこを議論していかないと、いつまでも時

間たつだけですよ。そこをもう進めていただき

たいと思います。 

○委員長（田方芳信君） ほか、ありませんか。 

○委員（村川清則君） 賛成。全く同じです。 

○委員長（田方芳信君） 村川委員。 

○委員（村川清則君） この場というのは、警

察署でも裁判所でもないわけですから、あくま

でも議場での発言についての審査と思いますん

で、進めていただきたいと思います。（｢議事

進行」「１３２条」と呼ぶ者あり） 

○委員（山本幸廣君） 委員長、いいですか。 

○委員長（田方芳信君） はい。 

○委員（山本幸廣君） 私は、さっきから言う

んですけども、出したほうなもんですから、要

するに。ある程度やっぱ相手の背景というのは

やっぱ、我々はやっぱ知るべきかと思うんです

よ。どこまで背景を知るかということですね。 

 言語道断というこの４つの文字を分析をずっ
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としてわかるように、何かの理由があるからだ

めなんだということ、言葉についてはだめなん

だということですから、それについては、何か

の確たる証拠と言うといかぬですから、何かあ

ったから向こうは、はっきり言ってから今言わ

れよるわけですけども、はっきり言えば、ある

程度の私はやっぱ審査、先に審査はしてですね、

そしてある程度、――まあここはもう委員長が

小会、もう随時小会してもよろしいわけですか

ら、ですね、していただいて、やっぱその意見

が合わないときには委員長が調整して、そして

その懲罰の、何回も言いますけども、これに該

当するんだということで納得していただいて、

その懲罰の事由と、それから、さっき言ったよ

うな決定をどういう決定をするかと、戒告にす

るのかどこにすんのかというところまでですね、

私はやっぱ慎重な審議をしていただきたいとい

うのが、先ほどから言ってるとおりなんです。 

 だから、小会もしていいですよ、委員長。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありませんか。

（｢議事進行」と呼ぶ者あり） 

 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 先ほど、３名の方か

ら、地方自治法第１３２条には適さないのじゃ

ないかという、それに沿ったような趣旨の発言

がございましたが、私はあくまでも、その提出

者として、地方自治法第１３２条に触れるとい

う思いを持っております。そのための地方自治

法であろうと思いますし、法の重みというの

は、しっかりと議論しなければならないと思い

ます。 

 まあ、背景等々もありますが、ここはあくま

でも背景ではなく、私が出したのは、この地方

自治法第１３２条にあります、他人の私生活に

わたる言論はしてはならないということであり

ますので、その辺のところを審議をしていただ

きたいというふうに思っております。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） もう１回最後に確認

ですが、今本会中ですよね。 

○委員長（田方芳信君） ええ、これ本会で

す。 

○委員（成松由紀夫君） はい。で、この中で

また、あんまり迷路にはまり込むようなです

ね、背景云々っていうくだりの中での発言中

に、不穏当な場合があったら、それは該当する

わけですね。 

○委員長（田方芳信君） はい、そうです。 

○委員（成松由紀夫君） 不穏当発言になるわ

けですね。はい、わかりました。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありませんか。 

 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 背景は言うなって言わ

れてもですたい、その背景ば話さねば、何遍も

言いますが、真実だってわからぬでしょう。

で、その辺のある程度の真実という部分をせぬ

と、この会議の決定もいかないし、その辺の、

どげんされますか。 

○委員長（田方芳信君） そこは、ある程度あ

れでしょ、ある程度のお話はされても結構です、

それは。まあ確かに、それは亀田委員が言われ

るとおり、それなりのことがあったんだろうと

思いますから、そのあたりは言っていただいて

も結構です。 

 私は、それがまた懲罰特別委員会にどうのこ

うのじゃなくてですね、いうことで、そして最

終的にどうするかちゅうことをここで決めてい

きたいと思いますので。（委員成松由紀夫君

「いや、委員長、１５日に……」と呼ぶ）うん、

だけん……。（委員成松由紀夫君「その日に限

定してちゅうことですよね」と呼ぶ） 

 だけんあくまで、あなたたちの言葉は、先ほ

どしっかりと聞かせていただきました。気持ち

の中でですね。そういった３名の方、お話を聞

かせていただきまして。私たちは、そこの部分
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ちゅうのは知らない部分であります。そこの中

に私たちが入ってませんので。で、そういった

中で、出たときに、こういった議会の中でこう

いう問題が出てきて、今この、６月１５日にな

って、この、きょうに至って特別委員会が設置

されて、進んでるということでございますので、

ここのところを今からどういう方向へ持ってい

くかっちゅうのは、もうちょっと、ちょっと議

論でも必要かと……。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） あのですね、結局、

背景があってどうのこうのがあったにしても、

そういう思いがいろいろとあって、で、差別発

言とか侮蔑発言が出たとするんですよ。まあ出

るとしますよね。で、ああ気持ちはわかるなっ

て、いろいろ背景あっとんな、でも、出たその

発言は取り消せないのが議員なんですよ。 

 だから、そのどうのこうのちゅうよりも、そ

の日に出たその発言についてのみを限定されて

進めていかないと、進まないと思いますので、

よろしくお願いします。 

○委員長（田方芳信君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。大分前から手挙

げとったですが、忘れてしまいました。（笑

声） 

 要は、多数決、大多数で懲罰特別委員会を開

こうという議会の決定があって、懲罰特別委員

会が開かれたわけですな。なかなか難しい審議

で委員長さん大変だと思いますが、この委員会

は、もう地方自治法第１３２条に該当するか

ら、どういう処置をするかという委員会なの

か、そうじゃなくて、懲罰に該当するのかどう

かという審議をされるのか、どちらなんです

か。まずそれをお尋ねしましょう。 

○委員長（田方芳信君） 当然これはもう、懲

罰に値しますので。６月１５日の、この懲罰特

別委員会ちゅうのがもうできた時点でですね、

地方自治法第１３２条に値しますので、それで、

本来進めていかなければならないと思っており

ます。 

○委員（前垣信三君） はい。済みません、も

う、ちゅうことはもう、どういう懲罰の種類に

するかを決めるだけの話なんですか。決まっと

るとおっしゃるなら、懲罰に値するじゃないか

とおっしゃるなら、なら、懲罰に値すっとだけ

ん、どれにしようかという話なんですか。 

○委員長（田方芳信君） そうです。 

○委員（前垣信三君） そうじゃなくてね、私

はあくまでも、懲罰特別委員会をつくって、懲

罰に該当するかどうかを判断をしようじゃない

かと、で、その結果でどうしようじゃないかと

いう委員会だと思うとですよ。 

 で、もう一つ言わしてもらうと、いろいろ個

人的な非難等があったのが、その地方自治法第

１３２条の中のプライバシーに関することなの

かどうか、いやいやそれはプライバシーじゃな

かですよと言えば該当せぬけど、プライバシー

なのかが一番問題だと思うとですね。まあ政府

要望かれこれはこっちに置いといても、あそこ

で発言されたことがプライバシーなのか。中身

はどがんとよかですよ、プライバシーなのかが

一番問題。プライバシーならば、それは懲罰に

かかっとですよ。何も言わぬでも。中身は別に

して。そうでしょ。プライバシーに当たること

を発言されれば、中身はどぎゃんでもよかっで

すよ、懲罰に対象なっとですけん。そうでし

ょ、委員長。（｢だけどこれ……」と呼ぶ者あ

り）だけん、もうそういうのが対象になっとだ

け、だけん、地方自治法第１３２条に従ってど

ぎゃんするかを決めなってよかっじゃなかです

か。そうでしょ。 

 で、あなたがそぎゃん言うもんだけん、地方

自治法第１３２条にたい、もうその間違いなく

懲罰に値する、いやそれは懲罰に値すんじゃな

くて、プライバシーなのかどうかですよ。プラ
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イバシーならば懲罰やけん。でしょ。中身は何

でんよかっだけん。もう言いなはったことは、

プライバシーに当たっとでしょ。 

○委員長（田方芳信君） 当たります。 

○委員（前垣信三君） ほんならそれ、地方自

治法第１３２条に該当するわけですな。 

○委員長（田方芳信君） そうです。だからこ

そ、今こういう委員会ができてるわけですか

ら。 

○委員（前垣信三君） その委員会は後出しだ

けん。ここで皆さん方が、プライバシーに当た

るかどうかを皆さんで確認すりゃよかとだけ

ん。プライバシーに値すれば地方自治法第１３

２条ですけん。そうでしょ（｢そうです。当た

っとですたい。議事進行お願いします」「審議

してからもう採決」「議事進行よかです」と呼

ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） で、そこはですね、当

たらぬとじゃなかですかという話ば一生懸命さ

っきからしよる。（笑声） 

○委員（前垣信三君） どげんするか。しか

し、当たる、――あ、済みません。はい。 

○委員長（田方芳信君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 当たる当たらぬはです

ね、いろんな話があるけど、先日どうのこうの

とかおっしゃるけど、中身の、――中身は別で

すよ、中身は別だけど、プライバシーに当たる

かどうか、もうこれが一番なんですね。 

 で、そこが、こちらはそのプライバシーに当

たらぬとおっしゃる。ならプライバシーは何な

のかちゅうことまで討議していかぬと、話が進

まぬじゃなかですか。だから、委員長さんがプ

ライバシーに当たるかどうかの判断は、どう思

われとるのか、ここが一番大事なんですね。 

○委員長（田方芳信君） じゃあ、ほかありま

せんか。 

○委員（増田一喜君） よかですか。 

○委員長（田方芳信君） うん。 

○委員（増田一喜君） 何遍も言うんですけど

ね、地方自治法第１３２条でですね、まあ言論

の自由とかそういうのあるかもしれないけれど

も、やはり、この地方自治法第１３２条で言い

過ぎちゃいけないということを制約してるわけ

でしょ。それの中には、無礼な言葉を使用しで

すね、――会議または委員会において、議員は

無礼な言葉を使用し、または他人の私生活にわ

たる言論をしてはならないというふうにして制

限してるわけでしょ。 

 で、その背景と言われる件、それはそっちで

話されてるけれども、その背景があろうと、６

月１５日の議場で趣旨弁明のときに発言された

その言葉だけを取り上げて、背景のことは何

も、懲罰に値するとかいう、そういう判断で懲

罰特別委員会を設置し、――を動議したわけじ

ゃないんですよ。あくまでも、発言されたその

言葉についてのみ、懲罰というふうな形で、今

の懲罰特別委員会を設置してもらってるから、

もうその言葉だけ、地方自治法第１３２条のこ

の件についてのみ進めていかれないと、いつま

でも、もうさっきから言ってる背景背景背景

で、とうとここのこれに抵触してるのかしてな

いのかっていう話にも行き着きもしません。 

 私は、抵触してるということで、懲罰特別委

員会設置の動議を出したんだからですね、署名

したちゅうことですから。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。もう、何かそ

ういう形、皆さんの御意見等はある程度出たと

思うので、もう採決に行かれていいと思います

ので。 

○委員長（田方芳信君） はい。 

○委員（亀田英雄君） 委員長、委員長。 

○委員長（田方芳信君） ああ、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） あんまり早うなか。採
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決に持っていく、きょう１回の会議で採決まで

持っていきなっとですか。（｢それはそうでし

ょう」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） 行けるところまで行

きますよ。 

○委員（亀田英雄君） いや、もう少し議論ば

重ねてほしかと思うとですが。（｢議論しても

……」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） ちょっとこれ、どう

するかな……。 

○委員（亀田英雄君） まだ、１回。背景の話

からもういきなり採決……。 

○委員長（田方芳信君） ちょっ、ちょっと待

って、小会します。 

（午前１１時１７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３４分 本会） 

○委員長（田方芳信君） 本会に戻します。 

 この件につきましては、今から、懲罰特別委

員会に出た云々で、文言、言葉の流れが、それ

が、発言の言葉が、それに違反をしたのかしな

いのかということで、採決。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） はい、増田、――成

松委員。 

○委員（成松由紀夫君） はい。もう、この６

月１５日の本会議の中での野﨑議員の発言、こ

の会派視察において政府要望を行った行為は言

語道断という文言、それと、一方的に自身の身

辺問題云々、それと、金品などを授受された政

治資金規正法に抵触する云々、個人的な身辺問

題の釈明に終始した云々、この辺はですね、全

て、地方自治法第１３２条の私生活ですね、１

３２条の他人の私生活にわたる言論であると思

っておりますので、抵触するということでお願

いしたいと思います。 

○委員（亀田英雄君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 委員長、今何ば、どこ

まで指示しなったですかね。 

○委員長（田方芳信君） 意見、違反――違反

じゃない、野﨑議員が言われた言葉が、地方自

治法第１３２条に当たるのか当たらないのか。 

○委員（亀田英雄君） を、採決するの。 

○委員長（田方芳信君） その採決。懲罰に当

たるのか当たらないのか。 

○委員（亀田英雄君） について意見を述べよ

るですよね。（｢１３２条は当たるか当たらぬ

か採決するっていう話」と呼ぶ者あり） 

 はい。 

○委員長（田方芳信君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） もう何遍も同じ話ばす

ると――ことになっとですが、背景なくしては

語れない話なんです。私たちは３つ正式な要望

を持って要請をした。で、それについて、自分

の私的な問題を出されたほうは議長なんですか

ら、それを描写しただけの話です。 

 で、不信任案を全てを否決されるというので

あれば、不信任案出されぬですもん。それは言

論の自由とか、これは絶対これひっかかります

よ。不信任案全てが懲罰動議というあれは、あ

り得ないって思う。だから、懲罰動議は、それ

に当たらないって私は思います。（｢不信任案

に対する懲罰ではない」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） では、いろいろと意

見も出てきました。この件につきまして……。 

○委員（山本幸廣君） はい委員長、ちょっと

よろしいですか。 

○委員長（田方芳信君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 慎重審査をしようとい

うのが、私が冒頭も話をしましたが、いろんな

意見が出て、根拠があっていろんなが問題が出

て、その問題というのを今、地方自治法第１３

２条にかかるかかからぬかの議論をしとる中で

ありますので、強行採決というのは私は、まあ

多数決の原理ですからいいわけでありますが、
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ある程度の意見が整い、お互いに合意はできま

せんからですね、これはもうですね、反対と賛

成以外ないわけですから、それの中で、委員長

の見解として、ここら辺ならばひとつ、どうし

てもその採決を持っていかないかぬという中の

その理由の中で、委員長が採決されるなら採決

されるということで私賛同いたしますが、強行

な採決ってのはもうやめていただきたいという

のが私の願いです。これだけはですね。 

 ある程度意見が出て、そろって、ある程度の

理解をみんなでしようと。みんなできません、

賛成と反対ですから。それについては委員長の

一つの見解というのをですね、しっかり副委員

長と相談しながら、その辺の最終的な判断に持

っていっていただきたいというのが、私の考え

です。これはもうお願いしておきます。 

○委員（亀田英雄君） もう一つ委員長。 

○委員長（田方芳信君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） もう少し時間をかけて

進めていただきたいと、お願いしたい。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 要するに、また４

つ、４つ決めていかなんことも出てくるのでで

すね、時間がまたかかってくるので、懲罰に値

する値しないは採決をしていただいて、で、そ

こからまた先のこともまたいろいろと、意見が

どうしても賛否両論出てくるわけですから、相

まみえないところがあるので、ですので、そこ

はもう速やかな進行お願いします。 

○委員長（田方芳信君） じゃあ、いろんな方

々もたくさん意見出ましたので、これが委員会

条例に、発言がですね、違反する――するかし

ないかということで、採決かな、をしたい……。 

 あ、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 確認です。どっちの味

方をするわけじゃなかっですが、基本的に、今

から採決されるのは、その地方自治法第１３２

条の中の個人的なプライバシーの問題に相当す

るかしないかの考えでいいんですか。 

○委員長（田方芳信君） そうです、はい。 

○委員（前垣信三君） そこだけを確認をしま

す。 

○委員長（田方芳信君） はい。（｢先に進め

てください」「そこだけじゃなかろう」「そこ

だけ」「委員長、小会」と呼ぶ者あり） 

 小会して。 

（午前１１時３９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４０分 本会） 

○委員長（田方芳信君） 本会に戻します。 

 お諮りします。 

 地方自治法、会議規則並びに委員会条例に…

…。（｢委員長、委員長、今、前垣さんの質問

にたしか答えとらぬ」「小会で答えた」「会の

本会議で答えんもらわぬば」「議事進行」「小

会いかがですか」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） うん、小会。 

（午前１１時４１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時４１分 本会） 

○委員長（田方芳信君） 本会に戻します。 

○委員（前垣信三君） 戻ったんですか。

（｢はい」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。どなたの擁護も

するわけではなかっですが、条文そのものによ

ると、個人的な云々、プライバシーに関する発

言があったかなかったかで、この該当するかし

ないかが決まると思うんですね。 

 で、発言の内容が本当であればどういうプラ

イバシーになることも発言ができるという話に

つながりかねぬもんですから、基本的には、事

の真偽より、プライバシーが、――の内容が発

言をされたかどうかの審議をされるのであるか

どうかの確認をしたいと思います。 
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○委員長（田方芳信君） プライバシーに当た

るか当たらないか、発言のそういった面で審議

したいと思っております。 

 それでは、お諮りします。 

 地方自治法、会議規則並びに委員会条例に違

反した発言があったと認めるに賛成の方の挙手

を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（田方芳信君） 挙手少数で――（｢多

数」と呼ぶ者あり）多数で、多数と認め、この

件につきましては違反した発言と決しました。 

 それで、それでは、意見も出尽くしたようで

ありますので、野﨑議員に対し懲罰事犯として

懲罰を科すべきかどうか、また、懲罰を科すと

すれば、地方自治法第１３５条に定めるいずれ

の懲罰を科すべきかについて、御協議願いま

す。（｢これはさっき説明した、４つあったた

いな」と呼ぶ者あり） 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（田方芳信君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。なかなか難しい

話ですが、なるべく御本人さんたちに、後々い

ろんな問題が起きないように、軽度な懲罰をお

願いしたいと思います。 

○委員長（田方芳信君） ほかに。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 当日、発言後です

ね、先ほど古嶋委員からありましたが、陳謝及

び文言の訂正等々の申し入れがあって、それが

受け入れられずに遅延があって、こういう本会

に至ってるというふうに私は認識しておりま

す。 

 ですので、やはりここはですね、厳罰をもっ

ていくべきではないかなと思いますので、除名

も含めたところで考えていただきたいなという

ふうに思っております。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 先ほどから遅延、遅延

という話が出とっとですが、遅延では決してな

い。いろんな協議を重ねた中の話ですから、そ

の発言は撤回していただきたい。決して遅延じ

ゃなかです。遅延ってどういう意味ですか。 

○委員（成松由紀夫君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） いや、遅延だと認識

しておりますんで。 

○委員長（田方芳信君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 遅延ではありません。

その認識では、それはもう前へ進まぬですば

い。 

○委員（成松由紀夫君） 認識が違いますよ。 

○委員（亀田英雄君） 遅延じゃなかですけ

ん。いろいろ協議ば重ねよったところですけ

ん。何で遅延だって言われっとですか。 

○委員（成松由紀夫君） おくれたけん遅延で

すが。 

○委員（亀田英雄君） いやいやいやいや、そ

れはちょっとおかしかでしょう。そしてそげん

話じゃなかでしょうが、大体今の話は。 

○委員（成松由紀夫君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 少なからず、協議だ

ろうが何だろうが、おくれたことは遅延だと私

は認識しております。それ以外はないと思って

ます。 

○委員長（田方芳信君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） いや、それは違う、絶

対違う。遅延って、わざとしたごたる雰囲気じ

ゃなかですか。そういうことじゃなかですよ。

一生懸命協議ば重ねた中でのことですけん。そ

ういうことで、遅延などという言葉で表現して

いただきたくない。削除していただきたい。 

○委員長（田方芳信君） ほかに。 
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 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） 亀田委員と同感なんで

すけど、遅延ではないということははっきり申

し上げたいというふうに思いますし、遅延に対

する懲罰ということではなかったと思います。

プライバシーのことに関しての懲罰ということ

での、先ほどの採決の結果だったというふうに

思いますので、その点にしっかり的を絞ってい

ただいての進行をお願いしたいと思います。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありません

か。 

○委員（亀田英雄君） では委員長。 

○委員長（田方芳信君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 今の遅延の発言は、ど

ういうようにされるとですか。 

○委員（村川清則君） ちょっといいですか。 

○委員長（田方芳信君） はい、村川委員。 

○委員（村川清則君） 認識の違いというか、

個人の見解の違いなんじゃないんですか、その

遅延と感じるか感じないかっていうの。（｢委

員長、よか整理したら」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） ま、意見の違いちゅ

うことでしょ。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か。 

○委員長（田方芳信君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） この委員会では私と古

嶋委員が一番長いわけですけど、成松委員が言

われたその遅延というのは、私は取り消すべき

だと思う。 

 長い歴史の中で、それはもう時間延長してか

らずっと、もう理由があってから時間延長どん

どんやりました。１２時ぐらいまでやった、過

ぎたこともありますけども、今の発言について

は、私は、成松委員が将来のためにも、どんな

にその解釈が違おうが、私は撤回したほうがい

いと思う。 

○委員長（田方芳信君） ほかに意見ありませ

んか。 

 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 解釈の違いと言われれ

ば全部解釈の違いになりますけんが、そこだけ

はやっぱ受け入れがたい。遅延ちゅう話じゃな

かです。そこは削除していただきたい。 

○委員長（田方芳信君） ちょっと今、小会し

ます。 

（午前１１時４７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５４分 本会） 

○委員長（田方芳信君） 本会に戻します。 

 これからの委員会は１時から開催したいと思

いますので、よろしくお願いをいたします。

（｢はい」「午前中の委員会はこれで終わり」

と呼ぶ者あり）終わります。 

（午前１１時５４分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時０１分 開議） 

○委員長（田方芳信君） 休憩前に引き続き委

員会を再開します。 

 先ほど、午前中の成松委員の発言について

は、双方の見解の相違という認識で、本特別委

員会の懲罰事犯の審査に戻りまして委員会を進

めます。 

○委員（亀田英雄君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） ちょっと詳しく、具体

的に説明ください。このまま何もなかったこっ

でということですか。 

○委員長（田方芳信君） そうです。もうこの

まま、双方の見解の考え方の違いがありますの

で、まず。 

 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 大変申しわけない、納

得できぬとですよね。遅延というと、わざとお

くらかしたっちゅう話じゃなかですか。そこは

やっぱ侮辱的な発言ですよ。さっきの地方自治
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法第１３２条とか同第１３３条と同じ種類の話

じゃなかっですか。そう私は思いますが、発言

の撤回を求めます。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） おくれたのはおくれ

たっていう事実行為だけを言っておりますの

で、わざとおくらかした云々とか、そういうこ

との発言は何もしておりませんので、おくれた

という行為だけを遅延と言うのか言わないのか

は見識の相違だと思います。 

○委員長（田方芳信君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 遅延というのを、何か

引っ張ってもらえばよかばってん、そげんした

話ですよ、遅延は。（｢小会しようか」と呼ぶ

者あり） 

○委員長（田方芳信君） 小会します。 

（午後１時０２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時０５分 本会） 

○委員長（田方芳信君） 本会に戻します。 

 さっきの言葉の遅延に、亀田委員のほうから

ありました遅延の、――という言葉についてで

すね、事務局のほうから説明を求めます。 

○議会事務局次長補佐兼総務係長（梅野展文

君） 長い考えなどを行い、わざと事態をおく

らせることというふうにございますけれども、

これはウィキペディアにございます。 

 以上です。 

○委員（亀田英雄君） はい、議長、――委員

長。 

○委員長（田方芳信君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） だけんですたい。そう

いう、おくれただけたいって話で言葉を使われ

たという表現だったですが、その遅延という言

葉の意味の確証もなくですよ、ここにあっじゃ

なかですか。確証もなく侮辱的な発言をされた

て、これ、あっですばい、懲罰動議の一節にあ

るとに該当しやせぬですか。速やかに発言を撤

回を求めます。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） おくらせた行為を私

は言ってますので、そこは見解の相違ですの

で、撤回しません。 

○委員（亀田英雄君） いや、おかしかですば

い。 

○委員（成松由紀夫君） いや、一緒です。 

○委員（亀田英雄君） それはもう懲罰動議だ

もん。 

○委員長（田方芳信君） これは、ついては、

本委員会については、もう見解の相違ですよ

ね、これはあくまで。どこまで行っても、やは

り一緒ということであって、考え方の違いが全

くありますので、どこまで行っても進まない。 

○委員（亀田英雄君） なら、懲罰の中身もで

すたい。見解の相違だもん、そんなら。どこま

で行ってもそうだって言うばってん。だけん具

体的な証拠を出してよかですかって思うとばっ

てんが、遠慮しとっとこですよ。小会してしも

うて、今までの具体的な話を知んならんば出し

てもろうてよかんばってんが。（｢先ば進め

て」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） 先に、先に進まぬ

と、このままじゃあどうにもならぬですよ。 

○委員（亀田英雄君） だってですね、今もま

た遅延って言われてですばい、どげんして審議

に応じられるですか。 

○委員長（田方芳信君） でも結果的にはもう

……。 

○委員（亀田英雄君） いえ、それは委員長、

おかしかよ。 

○委員（幸村香代子君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） あ、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） いや、先ほどのです

ね、その遅延っていう発言の中にですね、結局
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その懲罰、これに、その遅延までが含まれる

と、だから除名だというふうな発言があったは

ずなんですよ。だから、それは違うだろうとい

う話も含めて、やっぱりその遅延ということに

ついては、やっぱり発言の撤回が必要じゃない

かというふうに思うんですけどね。 

○委員長（田方芳信君） あくまでそこんとこ

ろはやはり、どうしても考え方の違い、とり

方。 

○委員（幸村香代子君） でも、いいですか委

員長。じゃあ、先ほど、懲罰の範囲について

は、ここの発言、委員会のときのですね、議場

での発言に対しての懲罰っていう確認をしまし

たよね。で、それに対して、その遅延までがそ

こに含まれるというような発言をされてるわけ

だから、それは、委員長はどんなふうに思われ

るんです。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） いや、遅延も含まれ

るというよりも、この、この発言に端を発し

て、そして議会がおくれた、で、おくれた部分

もあると。で、そのおくれた間に、うちの会派

代表も含めて、議長のほうに申し入れをしてま

すよね、発言の撤回及び謝罪と。っていう申し

入れをしても、それを聞き入れてもらえない中

でずっとおくれていったわけですよ。だから、

おくれていったことも、本来速やかにいかなか

ったわけですよ。 

 だからそれが、私は遅延だという話ですか

ら、それはもう見解の相違ですよ。平行線だ、

もう、ずっと考え方が違うけん。それだけの話

ですけどね。だから除名じゃないんですかっ

て、その経緯も含めてという。 

○委員（幸村香代子君） いえ、だけん……。 

○委員（成松由紀夫君） それは私の、私の考

え方を、さっき話した。 

○委員長（田方芳信君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） いや、それは何か大

きな違いがあるでしょう。だけん、そういうそ

の経緯まで含めてというふうに認識をされると

いうこと自体に問題があるんじゃないんです

か。 

○委員（成松由紀夫君） いやだから、――は

い、委員長。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） だから、その、そち

らの皆さんが言われるように、背景背景という

話になれば、その経緯の背景を私は話しただけ

であって、含む含まないはまた皆さんで話せば

いいことで、そういう背景がありましたよね、

当日この言葉を発してからのという、私は先の

話ですよ。で、改革クラブの方は、そっから後

の話で、確証がないから云々かんぬんというよ

うな話をされるけれども、私はその、その言葉

を発してからおくれたこととか、その６月１５

日の発言からこっちの話をしてるんですね。そ

れが問題だと。だから、平行線にしかならぬじ

ゃないですか。 

○委員（幸村香代子君） いや……。 

○委員長（田方芳信君） だけん……。 

 あ、亀田委員どうぞ。亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） あ、私ですか。いや、

見解の相違で済まされるごた話じゃなかです

よ。紹介議員あたりも入らしたじゃなかです

か、こうやってせぬかて。そっば一人聞けぬだ

けでしょうが。何ですか、そうやって、遅延も

あって、それ懲罰の対象になるかって話です

よ、今の話は。それは違うでしょう。（委員幸

村香代子君「いや、違う、そう」と呼ぶ）（委

員成松由紀夫君「いや、だけど、こと、――は

い、委員長」と呼ぶ）慎重審議というとは…

…。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） だから要するに、そ

の言葉を発してからですから。野﨑議員が６月
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１５日の、それから、発してからの部分を、私

は自分の考えを言っただけなんですよ。おくれ

たのは事実なんですから。速やかにいってない

でしょう。 

○委員（亀田英雄君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） おくれたのは事実だっ

たとしても、遅延ではない。 

○委員（成松由紀夫君） 事実ですね。 

○委員（亀田英雄君） そう、それはみんな大

きな差だもん。何でそこが懲罰の動議まで入っ

ていくような話ばすっとですばい。おくらかし

たじゃなかって。 

○委員（成松由紀夫君） これ、いつまで話し

ても一緒です。 

○委員長（田方芳信君） これを、これを…

…。 

○委員（亀田英雄君） もうそこは、委員長、

修正してもらわぬば。大事よ、そこは。 

○委員長（田方芳信君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） 先ほど成松委員から遅

延の発言がありました分、今事務局から説明が

ありましたが、その遅延に対する今のような認

識はなかったということで。 

○委員（成松由紀夫君） そうです。 

○委員（亀田英雄君） ならあれですばい。 

○委員長（田方芳信君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 認識がなかったちゅう

言葉で、何でん言うていこうっちゅう話です

か。それは、俺は、私はこげんつもりじゃなか

ったで何もかんも進めていくとなら、何でん、

それは、聞かぬですばい。 

 言葉って大事です、やっぱり。誰が見てもお

かしくない言葉で表現してですばい、していか

ぬと。（委員成松由紀夫君「終わらぬですよ」

と呼ぶ） 

○委員（大倉裕一君） はい。それこそ……。 

○委員長（田方芳信君） 大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） それこそ、一言おわび

があって当然のことだと思います。認識が誤っ

ておりましたと。（｢とり方がもともと違うし

な」と呼ぶ者あり） 

○委員（亀田英雄君） いやいや、とり方じゃ

なくて、結局わざとっていうあんじゃなかです

か。そういう意味で使われたと。おくらせたの

はおくらせただけでよかった、遅延とまで言う

とだけん。遅延というとは、今あそこで読んだ

とおりの言葉で、それは不的確でしょ。 

○委員（増田一喜君） 委員長、委員長。 

○委員長（田方芳信君） はい、増田委員。 

○委員（増田一喜君） 今亀田議員――亀田委

員が言われるように、遅延の文言については、

意図的におくらしたことではないということを

ちゃんと亀田委員は言われてるから、それは議

事録に残るわけでしょ。成松委員が、そこんと

ころの認識としては、おくれたことの事実を捉

えて、そこの深くまでは言ってないけれども、

遅延ちゅう言葉を使ったちゅうだけの――だけ

ど違いますよっちゅうことをきちんと話されと

るから。これ、どこまで行っても一緒になって

きやせぬかなと。 

○委員長（田方芳信君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） じゃ、そんならそんご

つ話しばしてもらえばよかじゃなかですか。遅

延という４つ、漢字ば取り消せばよかっだけ

ん。違うとそぎゃしこの話ですたい。おくらし

たのは、そのおくれた事実は、それはおくれた

事実はあっとだけど、遅延じゃなかですけん。

（｢さっきからそれは釈明されとるけんで、そ

んならそれとしていいんじゃないですか、釈明

されたことは」と呼ぶ者あり）いや、それは違

う。そこまで……。 

○委員長（田方芳信君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） そこまで、懲罰の対象

になるやの話もすっじゃなかですか。そこはや

っぱ大事なところですよ。新たにひっついた話
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ば。 

○委員（山本幸廣君） はい委員長、よろしい

ですか。 

○委員長（田方芳信君） 山本委員。 

○委員（山本幸廣君） 今、事務局サイドでそ

の遅延をですね、辞典開いてからお聞きした中

でね、わざと事態をおくれかしたっていう、今

のその辞書の中での、事務局からありましたで

すよね。そこらあたりを、両方である程度の話

し合いをしながらたい、前に進む。 

 もう、はっきり言ってから、わびないとかわ

びっとかという問題じゃなかと思うとたいな。

うん。遅延というのをどうお互いに理解してい

くんだということだけんでからな、それはやっ

ぱし、みんながそれを認めるという一つ裏づけ

は、やっぱ両方しとかなんとしゃがな。 

 関連した中での、特にその成松委員言われた

遅延については、おくれたは間違いないんじゃ

ないかと、これは間違いないと思います。それ

が遅延なのかと言うたときに、辞典引いたとこ

ろが、わざとその事態を、はっきり言ってから

おくれかしたということに、それに該当すんの

かしないのか。 

○委員長（田方芳信君） これ恐らく、どこま

で行ってもなかなか重なる部分ちゅうのは、な

いと思うとですよ。 

○委員（亀田英雄君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） はい。ああ、はい、

亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） いやいや、謝ってくれ

っちゅう話じゃなく、私は発言の撤回だけを求

めとっとですばい。 

 私的な問題って、どこが私的な問題かわから

ぬとに、今度は懲罰特別委員会にかかっとって

ですけん、その客観的な判断なかったのに、そ

んな問題ば議論しとっところですばい。明らか

に遅延という言葉出とっとだけん、それは違う

でしょうって、その発言を撤回してくれってい

う話ですけん、何が不思議で、そう寄らぬとで

すか。 

○委員長（田方芳信君） その考えが、もうお

互い歩み寄りがないけん。 

○委員（亀田英雄君） いやいやいやいや。 

○委員長（田方芳信君） 考え方の違いでし

ょ。 

○委員（亀田英雄君） いや、考え方の違いな

らば、懲罰特別委員会てなかっですばい、あり

得ぬとですばい。これは考え方の相違だもんだ

っては。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、遅延と、行為

と、遅延という言葉が四つ熟語じゃなかばって

んが、下の行為というのが、そのあれ、わざと

したのかしてないのかという。 

○委員長（田方芳信君） 小会します。 

（午後１時１６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時３３分 本会） 

○委員長（田方芳信君） 本会に戻します。

（｢はい」と呼ぶ者あり） 

 先ほど、結果として、本会議の再開がおくれ

たということでございますので、遅延というこ

とで修正することにいたしましたが、よろしい

でしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） 異議なし。はい。 

 で、ほかに御意見ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） じゃあ、これより採

決に……。（｢採決まだ」と呼ぶ者あり）あ。

（笑声） 

 地方自治法の第１３５条に定めるいずれの懲

罰を科すべきかについて、御協議を願います。

（｢御意見でしょ」と呼ぶ者あり）済みません、

懲罰事犯として、懲罰を科すべきかどうか、ま

た、懲罰を科すとすれば、地方自治法第１３５

条に定めるいずれの懲罰を科すべきかについて、
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御協議を願います。（｢御協議」と呼ぶ者あ

り） 

○委員（亀田英雄君） はい、委員長。 

○委員長（田方芳信君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 御確認ですが、懲罰を

科すべきかから入っとですか。 

○委員長（田方芳信君） そうです。科すべき

か、――科すことは、――科すべきかについて

です。 

○委員（亀田英雄君） ちゅうことでしょ。 

○委員長（田方芳信君） はい。 

○委員（亀田英雄君） 科すべきかについてか

ら……。 

○委員長（田方芳信君） これはもうだけん…

…。 

○委員（亀田英雄君） じゃ、小会してくださ

い。 

○委員長（田方芳信君） 小会します。 

（午後１時３５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時３８分 本会） 

○委員長（田方芳信君） 本会に戻します。 

 懲罰事犯として懲罰を科すべきかどうか、ま

た、懲罰を科すとすれば、地方自治法第１３５

条に定めるいずれかの懲罰を科すべきかについ

て、御協議を願います。（｢御協議」と呼ぶ者

あり）あ、御協議を願います。 

○委員（亀田英雄君） はい、委員長。 

○委員長（田方芳信君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 先ほど、発言があった

ことは確認されたということなんですが、先ほ

どの話もです、客観的な判断という部分につい

て非常に欠けておったと。で、その判断がなか

ままにですね、根拠、根拠がないままにされた

ということでですね、非常に市民に疑念を抱か

せるような判断だったと考えます。よって、次

は懲罰を科すことなんですが、懲罰を科すこと

には当たらないというふうに考えますので、意

見を申し上げます。 

○委員長（田方芳信君） ほかに御意見ありま

せんか。 

 増田委員。 

○委員（増田一喜君） ここの趣旨弁明――古

嶋議員が行われました趣旨弁明の中に、ちゃん

と書いてございますので、だから、だからこれ

が抵触するちゅうことで、明らかに違反である

ということだから、やはり何らかの懲罰を科す

必要があると、私は思います。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありませんか。 

 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） はい。地方自治法第１

３４条、議決により懲罰を科すことができると

いうことでありますし、先ほど採決されました

同第１３２条に抵触をしているということであ

りますので、私は、ただいま増田委員が言った

ように、懲罰を科すのが妥当だと思っておりま

す。（｢そのとおり」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） ほかにありませんか。

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員（亀田英雄君） もう一丁言うてよかで

すか。 

○委員長（田方芳信君） はい、亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 客観的な判断って私が

さっき何遍も言うたですばってん、判断材料

が、この基準がわからないままですたい。次

の、懲罰を科すということが果たしてできると

ですかね。その意味を込めて私はそげんことば

言っとですばってんが、客観的な判断が全然な

かじゃなかですか、誰が悪かっか、どぎゃしこ

悪かっかという部分が。そういうことについて

どげんして懲罰を与えなっとですかね。 

○委員（成松由紀夫君） 委員長。 

○委員長（田方芳信君） はい、成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 要するに、さっき確

認されたのが、１３２条、他人の私生活にわた

る言論をしてはならないに抵触したというのを
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議決してますし、そもそも議場の中で、この懲

罰委員会を設置するのも、やはり多数の皆さん

方の同意がありますので、速やかに採決を、

（｢同意得たちゅうことで」と呼ぶ者あり）客

観的に見られたと思いますので、速やかに採決

をお願いします。 

○委員長（田方芳信君） じゃあ、ほかにあり

ませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、これより

採決に入ります。 

 まず最初に、本件は、懲罰事犯として懲罰を

科すべきものと決定することについて採決いた

します。 

 野﨑伸也君に対して、懲罰を科すことに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（田方芳信君） 挙手多数と認め、本

案は懲罰を科すことに決しました。 

 小会します。 

（午後１時４１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時４７分 本会） 

○委員長（田方芳信君） 本会に戻します。 

 懲罰について、何か御意見はありませんか。 

○委員（古嶋津義君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 古嶋委員。 

○委員（古嶋津義君） はい。ここに懲罰の種

類というのが書いてございますが、２番目の、

公開の議場における陳謝を求めたいと思いま

す。 

 といいますのが、当日、議会の開会日であり

ましたが、このことについて、議長を通じてで

はありますが、申し入れをしました。陳謝を本

会議場で、まあ文言の取り消しも含めてですが、

お願いをしましたが、結果的に、あのように午

後４時――４時半か４時か、まで、ちょっとか

かったような気がいたしますので、やっぱりこ

の辺のところは少し、うん、陳謝ということで

私はいきたいなと思っとります。 

 以上でございます。（｢優しか」と呼ぶ者あ

り） 

○委員長（田方芳信君） ほかにありませんか。 

○委員（成松由紀夫君） はい。 

○委員長（田方芳信君） 成松委員。 

○委員（成松由紀夫君） 今、副委員長からあ

りましたが、当日の経緯がやはり、そういう申

し入れをしてですね、謝罪及び発言の訂正削除

っていうことも申し入れがしてあった、その中

で、応じられずに、これだけのことの、委員会

まで設置してやっとる――やっておるわけです

から、陳謝以上でお願いしたいと思います。除

名も含めた。よろしくお願いします。 

○委員（山本幸廣君） 委員長、よろしいです

か。 

○委員長（田方芳信君） はい、山本委員。 

○委員（山本幸廣君） まあ成松委員からも、

除名の話ももう２回聞きましたが、除名とはと

いうことでですね、その議員たる地位を失わし

めること。いろいろと思うことありますが、先

ほど来、副委員長から、公開の議場における陳

謝ということも出ました。 

 私は、公開の議場における戒告もいいんじゃ

なかろうかなという気持ちを持っております

が、皆様方の意見等聞きながらですね、最終的

な判断をいたしたいと、そのように、委員長、

私は今思っております。はい。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありませんか。 

○委員（亀田英雄君） よかですか。 

○委員長（田方芳信君） 亀田委員。 

○委員（亀田英雄君） 今までいろいろるる申

し上げまして、懲罰に当たらないという話まで

申し上げてきた中で、懲罰、――多数決の原理

でですね、このようなことになって甚だ遺憾な

んですが、できれば、皆さんの配慮をもって、

一番軽いところで済ませていただきたいという
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ふうに考えます。 

 そして、またですね、できればですよ、不信

任案出したとは、私たちは一緒の気持ちで出し

たですけん、私たちも並べてもらえればよかば

ってんというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員長（田方芳信君） 小会します。 

（午後１時５０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時５５分 本会） 

○委員長（田方芳信君） 本会に戻します。 

○委員（大倉裕一君） いいですか。はい。 

○委員長（田方芳信君） はい、大倉委員。 

○委員（大倉裕一君） はい。先ほど亀田委員

からもお話があったんですけれども、我々、懲

罰に値しないというところからですね、いろい

ろ話をしてきたんですが、結果として、地方自

治法第１３２条に触れるという採決のところか

ら、罰を科すというようなところまで来まし

た。 

 我々のですね、思いを、９、――８名ですか

ね、の中で、思いを代表して、野﨑代表が、う

ちの野﨑代表が代弁をしてくれた、あそこに立

って趣旨弁明をしてくれたという状況もありま

す。我々も、同じその内容の文を確認をしたと

いう、本当、その状況もですね、一番冒頭に説

明をさせていただいたというふうに思っていま

す。 

 そういう意味からも、この場でこういうお願

いをするというのは不適切なのかもしれません

が、一番軽い処分をですね、お願いできればと

いうふうに思っております。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（田方芳信君） ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） なければ、それでは、

科すべき懲罰が２以上ある場合は、重い順に採

決することとされております。 

 まず、野﨑伸也君に除名、除名の懲罰を科す

べしと決定することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（田方芳信君） 挙手少数と認め、野

﨑伸也君に対し除名の懲罰を科さないことに決

定しました。 

 それでは、次に野﨑伸也君に出席停止の懲罰

を科すべしと決定することに賛成の方の挙手を

求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（田方芳信君） 挙手なしと認め、野

﨑伸也君に対し出席停止の懲罰を科さないとい

うことに決定しました。 

 それでは、次に野﨑伸也君に陳謝の懲罰を科

すべしと決定することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（田方芳信君） 挙手少数と認め、野

﨑伸也君に対し陳謝の懲罰を科さないことに決

定しました。 

 それでは、次に野﨑伸也君に戒告の懲罰を科

すべしと決定することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（田方芳信君） 挙手多数と認め、野

﨑伸也君に対し戒告の懲罰を科すことに決定し

ました。 

 小会します。 

（午後１時５９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時０４分 本会） 

○委員長（田方芳信君） 本会に戻します。 

 それでは、戒告と決定しましたので、その案

文につきましては次回の委員会で審議したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） 御異議がありません
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ので、そのように決しました。 

                              

◎その他 

○委員長（田方芳信君） 次に、次回開催日に

ついて、御協議願います。あ、御協議願いま

す。（｢委員長一任」と呼ぶ者あり） 

 それでは、次回開催日は、平成２７年７月６

日月曜日午後１時からとすることに、（｢午後

１時」と呼ぶ者あり）午後１時からする、

（｢午後１時」と呼ぶ者あり）はい。ことに、

御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（田方芳信君） 異議がなければ、―

―はい、御異議なしと認め、そのように決しま

した。 

 これをもって、本日の野﨑伸也君に対する懲

罰特別委員会を閉会いたします。 

（午後２時０５分 閉会） 
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